
基幹統計

〔　事業所規模　５人以上　〕

前年同月と比較すると、

・定期給与は、

・所定外労働時間は、

・常用労働者数は、

〔　事業所規模　３０人以上　〕
（前年同月比）

・定期給与は、

・所定外労働時間は、

・常用労働者数は、

１　利用上の注意

(1) 　平成29年1月分から、平成25年10月に改訂された日本標準産業分類に基づき

表章している。ただし、表章産業の名称に変更はなく、平成28年以前の結果と

単純に接続させている。

　平成22年1月分から平成28年12月分までは、日本標準産業分類（平成19年

11月改定）に基づき表章している。平成21年以前の結果との接続については、

石川県統計情報室ホームページ（https://toukei.pref.ishikawa.lg.jp/

dl/1983/hyousyou.pdf）を参照のこと。

(2) 　指数計算の基準数値は、令和2年＝100である。

　指数は、それぞれの時系列変化をみるために作成したものであり、

項目相互を比較するものではない。

２　統計表に用いる符号

「0」,「0.0」・・・・・・・・・・・・・・　単位未満

「***」・・・・・・・・・・・・・・・・・  該当数値なし

「…」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  不詳又は比較数値なし

「Ｘ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  調査事業所が少ないため秘匿した。

「△」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  負数又は減少

３．９％ 増加

３．１％ 増加

１１．５％ 増加

４．１％ 増加

毎月勤労統計調査地方調査結果速報
令和 ７年 １０月分

＜　石川県の賃金・労働時間・雇用の動き　＞

３．８％ 増加

同　水　準

石　川　県　統　計　情　報　室



毎月勤労統計調査地方調査の説明 

(注)  調査事業所のうち 30 人以上の抽出方法は、従来の２～３年に一度行う総入替え方式から、毎年１月分調査時

に行う部分入替え方式に平成 30 年から変更した。指数は、令和４年１月分公表より令和２年平均を 100 とする

令和２年基準としたことに伴い、過去の指数を遡って改訂した。令和６年１月調査において実施したベンチマ

ーク更新に伴い、常用雇用指数は過去に遡って改訂が行われたところである。それに伴い基準年（令和２年）の

常用雇用指数が 100 となるように、令和６年４月調査より、常用雇用指数を過去に遡って改訂している。また、

令和６年１月から令和６年３月までの伸び率についても、改定後の指数で再計算している。令和６年の賃金、

労働時間及びパートタイム労働者比率の前年同月比等については、令和５年にベンチマーク更新を実施した参

考値と令和６年の値を比較することによりベンチマーク更新の影響を取り除いて算出しているため、指数から

算出した場合と一致しない。なお、算出に使用した参考値は e-Stat に掲載している。 

 

１ 調査の目的 

この調査は、統計法に基づく基幹統計であって、雇

用、給与及び労働時間などの毎月の変動を明らかにす

ることを目的としている。 

２ 調査の対象 

この調査の対象は、日本標準産業分類に定める鉱業，

採石業，砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・

熱供給・水道業、情報通信業、運輸業，郵便業、卸売

業，小売業、金融業，保険業、不動産業，物品賃貸業、

学術研究，専門・技術サービス業、宿泊業，飲食サー

ビス業、生活関連サービス業，娯楽業、教育，学習支

援業、医療，福祉、複合サービス事業、サービス業（他

に分類されないもの）において、常時 5人以上の常用

労働者を雇用する民営、公営の事業所の中から、産業

別・規模別に抽出された約 700事業所を対象として調

査を行っている。 

なお、公表は都道府県単位で表章している。 

３ 調査事項の定義 

(1) 現金給与額 

・「現金給与額」とは、所得税、社会保険料、組合

費、購買代金などを差し引く以前の総額(税込み)の

ことである。実際の支払額(手取額)のことではない。 

・「きまって支給する給与」とは、定期給与のこと

であり、労働契約、団体協約あるいは事業所の給与

規則などによってあらかじめ定められて支給され

る給与のことである。所定内給与と所定外給与(超

過労働給与)に分けられる。 

・「所定外給与」とは、所定の労働時間を超える労

働に対して支給される超勤手当や、休日労働、深夜

労働に対して支給される給与、時間外手当、早朝出

勤手当、休日手当、深夜手当などである。 

・｢特別に支払われた給与」とは、盆、暮等の賞与、

３か月を超える期間で算定される給与、ベースアッ

プの差額追給分及び支給事由の発生が不確実な給

与等のことである。 

・「現金給与総額」とは、「きまって支給する給与」

と「特別に支払われた給与」の合計額である。 

 

(2) 実労働時間数 

・調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のこ

とである。休憩時間は、給与が支給されていると否と

にかかわらず除かれるが、鉱業の坑内夫の休憩時間や

いわゆる手待時間は含める。本来の職務外として行わ

れる宿日直の時間は含めない。 

(3) 出勤日数 

・調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のこと

である。事業所に出勤しない日は有給でも出勤日にな

らないが、1日のうち 1時間でも就業すれば出勤日と

なる。 

(4) 常用労働者数（パートタイム労働者を含む） 

・｢常用労働者｣とは、次のいずれかに該当する労働者

のことである。 

 ア 期間を定めずに雇われている者 

 イ １カ月以上の期間を定めて雇われている者 

・｢パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち、

次のいずれかに該当する労働者のことである。 

 ア １日の所定労働時間が一般の労働者よりも短

い者 

 イ １日の所定労働時間が一般の労働者と同じで、

１週の所定労働日数が一般の労働者より短

い者 

・「一般労働者」とは、常用労働者のうち「パートタ

イム労働者」以外の労働者のことである。 

４ 調査結果の算定 

 この調査結果の数値は、調査事業所の報告をもとに、

事業所規模区分(100人以上、30～99人、5～29人)ごと

に復元し、推計したものである。 

      各区分の統計表の詳細については、 

お問い合わせ願います。 
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＜調査結果のおもな利用＞ 

 各種経済指標作成の基礎資料となるほか、失業給付の額、労働災害の休

業補償の額、労災保険の保険給付額、遺族補償一時金、未払い賃金の立替

払いの最高限度額、最低賃金の決定、労働時間の短縮(年1800時間)、建設

工事の労務単価などの算定にもちいられています。

（問い合わせ）〒920-8580  金沢市鞍月１丁目１番地

石川県統計情報室　毎月勤労統計担当

電  話 ０７６－２２５－１３４４
ＦＡＸ ０７６－２２５－１３４５ 

 Ｅ-mail  toukei@pref.ishikawa.lg.jp
 ＵＲＬ　 https://toukei.pref.ishikawa.lg.jp/ 

事業所の皆様、調査にご理解をお願いします。 
国の調査名をかたって不正に情報を収集する「かたり調査」には十分ご注意ください。 
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